
「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」に関係する行政サービスの導入について 

 
１．滋賀県パートナーシップ宣誓制度について 

滋賀県では、LGBT 等の当事者のおかれた現状の改善と性の多様性に関する県民の理
解増進を図り、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて、令和 6 年（2024
年）9 月より「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。 

令和８年（2026 年）１月１日現在 宣誓件数は 21 件です。（滋賀県 HP より） 
 

２．パートナーシップ宣誓制度とは 
一方または双方が LGBT 等の当事者であり、人生において、お互いが協力して継続的

に生活を共にすることを約束した関係を宣誓し、宣誓書を受領したことを証明する制度。 
※法律上の婚姻とは異なり、法的な効力（相続、税控除等）が生じるものではない。 

 
滋賀県パートナーシップ宣誓制度が開始されたことに伴い、県内市町の行政サービスに

おいて、滋賀県パートナーシップ宣誓制度の受領証をもって実施できるサービスの拡充を
求められています。 
 
３．県内市町の状況 

市独自で宣誓制度を施行している ６市 
（彦根市、米原市、近江八幡市、長浜市、草津市、甲賀市） 

県の宣誓制度を活用して実施している ２市（大津市、守山市） 
 
４．全国の状況 

パートナーシップ宣誓制度導入自治体 542/1,788 
人口カバー率 93.9％ 
全域で制度のある都道府県 33/47 
一部で制度のある都道府県 14/47 
制度のない都道府県     0/47 

 （Marriage for All Japan 調べ） 
 
５．本市の取組状況 

本市では、滋賀県の制度を活用したサービスの提供を行うべく、準備を進めてきました。 
令和８年（2026 年）４月に「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」に関係する次の行政サ

ービスの開始を予定しています。 
導入予定の本市の行政サービス 

資料① 



No. 項目 内容 担当課 

1 市職員の特別休暇の取
得 

市職員の特別休暇（出産休暇・忌引き）
を受けることができる 

人事課 

2 犯罪被害者等遺族見舞
金の支給 

遺族見舞金の支給を受けることがで
きる 

危機管理・防災課 

3 非常勤消防団員への退
職報償金の支給 

死亡による退職の場合、遺族として、
退職報償金を受け取ることができる 

危機管理・防災課 

4 消防団員等公務災害補
償 

公務により死亡した場合、遺族とし
て、補償を受けることができる 

危機管理・防災課 

5 災害弔慰金の支給 火災、地震等によって、住宅に被害が
あった場合や亡くなった場合、災害弔
慰金を受けることができる 

福祉政策課 

6 患者のカルテの開示請
求 

患者の診療録の開示について、請求が
できる 

地域医療推進課 

7 検査・手術等の同意 同意可能とする（親族との協議は必
要） 

地域医療推進課 

8 延命処置の同意 同意可能とする（親族との協議は必
要） 

地域医療推進課 

9 病状等の説明 説明を受けることができる 地域医療推進課 

10 市営住宅の入居 世帯として入居できる（収入など他の
要件あり） 

住宅課 

11 市立学校の学校医、学
校歯科医及び学校薬剤
師の公務災害補償 

請求者として取り扱う 学校教育課 
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１．市町における男女共同参画推進状況調査結果について      

 

この調査は、全国市区町村の男女共同参画の推進状況の把握のため、内閣府男女共同参画

局および滋賀県女性活躍推進課により毎年実施されており、以下の内容は公表された結果の

一部を抜粋したものです。 

 

※令和７年度 全国のデータは１月末時点で公開されていなかったため、空白です 

 

  ① 地方議会議員（市区町村）に占める女性の割合 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

湖南市 29.4 ％ 34.7 ％ 22.2 ％ 

滋賀県内 16.7 ％ 34.4 ％ 19.1 ％ 

全国 18.1 ％ 19.9 ％  

   

② 附属機関の委員に占める女性の割合 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

湖南市 33.6 ％ 34.7 ％ 32.1％ 

滋賀県内 34.3 ％ 34.4 ％ 34.6％ 

全国 28.5 ％ 29.0 ％  

   

③ 地方公務員管理職（市区町村・課長相当職以上）に占める女性の割合 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

湖南市 32.2 ％ 30.4 ％ 33.3% 

滋賀県内 24.1 ％ 25.9 ％ 27.1% 

全国 17.6 ％ 18.4 ％  

   

④ 自治会長等に占める女性の割合 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

湖南市 2.3％ 7.0 ％ 2.3% 

滋賀県内 5.3％ 5.3 ％ 5.4% 

全国 7.2％ 7.3 ％  

 

内閣府：地方公共団体における男女共同参画社会の形成または女性に関する施策の推進状況 

滋賀県：市町の男女共同参画推進状況に関する各種資料 
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２．湖南市男女共同参画社会づくりに関するアンケ―ト結果について      

 

  このアンケートは、市内事業所における男女共同参画に関する実態の把握のため、湖南 

市が毎年実施しているもので、今年度企業訪問を行った市内事業所を対象に調査票を配布し

210 社中 95 社からご回答をいただきました。以下の内容はそのアンケート結果の一部を抜

粋したものです。 

 

① 男女別賃金の状況  ※（女性の平均賃金）÷（男性の平均賃金）×100（％） 

 

 

 

 

 

 

②  非正規率（パート・アルバイトなど） 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

女性 51.0 ％ 39.5％ 63.0% 

男性 17.7 ％ 15.4％ 25.1% 

   

 

③ 管理職に占める女性の割合 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

役員 13.8 ％ 11.7％ 11.4% 

課長・部長級 6.6 ％ 9.3％ 9.6% 

係長級 16.1 ％ 32.8％ 25.8% 

 

 

④ ワーク・ライフ・バランス推進状況 

「進んでいる」「ある程度進んでいる」と回答した企業・事業所 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

企業・事業所数 54 社 61 社 72 社 

割合 62.8％ 70.9％ 75.8% 

 

  

 令和６年度 令和７年度 滋賀県 全国 

正社員 75.6％ 76.9% 74.3％ 74.8％ 

正社員以外 80.1％ 75.6% ※賃金構造基本統計調査（令和５年） 

全体 69.8％ 74.7%   

- 2 -



３．湖南市の男女共同参画推進にかかる主な取組について      

 

  令和４年（2022 年）９月に市が策定しました、湖南市男女共同参画アクション 2017 計

画（改訂版）にもとづき、今年度に取り組んだ主な事業について報告します。 

 

① 湖南市女性の悩み相談事業 

   内 容：女性相談員が対応し、助言や関係機関の紹介を行います。（月２回予約制） 

   今年度取組：令和７年 12 月末までで 14回開催（相談者のべ 15 人） ※Ｐ４ 

   参 考：令和４年度 ８回開催（相談者のべ 10人） 

        令和５年度 12 回開催（相談者のべ 15 人） 

        令和６年度 17 回開催（相談者のべ 21 人） 

   

  ②啓発事業 

   内 容：あらゆる機会において男女共同参画にかかる啓発を行います。 

   今年度取組：１）啓発週間における取組（ＨＰ、ＳＮＳ掲載、チラシ・啓発品配布等） 

・若年層の性暴力被害予防月間（4/1～4/30） ※Ｐ５～６ 

・男女共同参画週間（6/23～6/29） ※Ｐ７ 

          ・女性に対する暴力をなくす運動（11/12～11/25） ※Ｐ８～９ 

        ２）市民向け講座 

          ・みんなで考えよう！男女共同参画とジェンダー平等（12/1） 

23 名参加 ※Ｐ10 

          ・多様な性について考える（12/5） 

20 名参加 ※Ｐ11 

          ・スポーツとジェンダー、セクシュアリティの視点から 

人権と身体の自立・自由を考える（2/17）※別紙 

        ３）事業所への啓発事業 

          ・企業訪問時に男性育児休業制度等について情報提供 ※Ｐ12 

        ４）女（ひと）と男（ひと）グッドパートナーいきいき通信の発行 

          ・３月末（発行予定） ※別紙 

        ５）啓発ＤＶＤの貸出 

 

③調査事業 

 内 容：男女共同参画に関する実態の把握のため調査等を行います。 

 今年度取組：湖南市男女共同参画社会づくりに関するアンケ―ト（６月～10月） 

 来年度取組：男女共同参画に関する市民意識調査 ※資料② 
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対象
たいしょう

：湖南
こ な ん

市
し

在住
ざいじゅう

・在勤
ざいきん

の女性
じょせい

 
 

※警報
けいほう

などにより中止
ちゅうし

となる場合
ば あ い

があります。 

サ
ン
ラ
イ
フ
甲

西

こ
う

せ

い

（
共

同

き
ょ
う
ど
う

福

祉

ふ

く

し

施

設

し

せ

つ

）  

（ 

湖
南

こ
な

ん

市 し 

中
央

ち
ゅ
う
お
う 

一
丁
目

い
っ
ち
ょ
う
め 

１
番
地

ば

ん

ち

１ 

） 

５ 月 １日、15日 

６ 月 ５日、19日 

７ 月 ３日、17日 

８ 月 ７日、21日 

９ 月 ４日、18日 

１０ 月 ２日、16日 

１１ 月 ６日、20日 

１２ 月 11日、18日 

１ 月 15日、29日 

２ 月 ５日、19日 

３ 月 ５日、19日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★前日
ぜんじつ

15時
じ

までに予約
よ や く

してください★ 

電話
で ん わ

 ０７４８－７１－２３５４ 

メール jinken@city.shiga-konan.lg.jp 

2025年度
ね ん ど

 

女性
じょせい

の相談員
そうだんいん

があなたといっしょになって考
かんが

えます。お気軽
き が る

にご相
そう

談
だん

ください。 

相談
そうだん

は無料
むりょう

で、 

秘密
ひみつ

は守
まも

られます。 

こ  な  ん  し  じ ょ せ い       な や      そ う だ ん 

●例
たと

えばこんな相談
そうだん

 ～なんでも相談
そうだん

してください～ 

・家族
かぞく

や友人
ゆうじん

には相談
そうだん

しにくい 

・悩
なや

みを聞
き

いてほしい 

・どこに相談
そうだん

したらいいかわからない 

      など・・・ 

内容
ないよう

に応
おう

じて、関係
かんけい

機関
きかん

を紹
しょう

介
かい

します 

詳細はHPをご確認ください。 

 

湖南市役所 

 総務部市民生活局 人権擁護課（東庁舎） 

TEL：0748-71-2354 

FAX：0748-72-3788 

メール：jinken@city.shiga-konan.lg.jp 
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更新日：2025年04月02日

2025年度若年層の性暴力被害防止月間ポスター(PDF
ファイル:1.8MB)

性的な行為 あなたの同意がないならそれは性暴力 同意のない性的な行為は性暴力です

性暴力の悩み 受け止めてくれる人がいます 性暴力のことを相談されたら

「今こそ知りたい！性暴力のこと」～正しい知識を
身につけよう～

4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定
め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。
ひとりで抱え込まずに相談してください。

月間中は、若年層の様々な性暴力被害について予防啓発や相談先の周知、被害者に対する周りの人からのサポートの必要性などの啓発を行います。本月
間を通じて、「同意のない性的な行為は性暴力」「被害者は悪くない」という認識を、社会全体に広げてまいります。

期間 令和7年4月1日（火曜日）から30日（水曜日）までの1か月間

実施主体 内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省

若年層の性暴力被害予防月間（内閣府男女共同参画局）

啓発動画

画像下の文字をクリックしてご覧ください。
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https://cms.nec.asp.lgwan.jp/material/local/1154/files/group/10/zyakunensou2025.pdf
https://cms.nec.asp.lgwan.jp/material/local/1154/files/group/10/zyakunensou2025.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_250305_01.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_250319_01.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_250319_02.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_250319_03.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_250331_01.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_250331_01.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html


なくそう、性暴力 優しい人だと思っていたのに

なくそう、男性の性被害 相談しやすい社会を、みんなで作ろう

痴漢は犯罪！

こどもの性被害のサインを見逃さないで

性被害を受けたこどもは、被害を打ち明けられません。言葉​にすることが難しくても、心身の不調や問題行動がサインと​して現れます。周囲の大人はど
のように対応すべきか、相談​窓口とともに紹介します。

画像下の文字をクリックしてください。

他にも、啓発パンフレットやカードが内閣府男女共同参画局ホームページではダウンロードできます。

巧妙になっている10第・20代に対する性暴力の手口も紹介されています。

内閣府男女共同参画局のホームページもご覧ください。

相談窓口

性犯罪・性暴力でお悩みの方へ

あなたの不安に寄り添いながら支援する、相談窓口があります。
同意のない性的行為の強要は、
いかなる理由・関係性であってもすべて性暴力です。
プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。安心して相談してください。

性犯罪・性暴力被害 相談窓口

PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader（Acrobat Reader）」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader
（Acrobat Reader）」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

総務部 人権擁護課 多文化共生・男女共同参画推進係〔東庁舎〕
電話番号：0748-71-2354
ファックス：0748-72-3788
メールフォームでのお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先
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https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_240320_01.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_240320_02.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_240320_03.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_240320_04.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/link/olink_240320_05.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/link/olink_230929.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/consultation.html
http://get.adobe.com/jp/reader/
http://www.city.shiga-konan.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/15?page_no=23975


更新日：2025年06月01日

6月23日から29日は男女共同参画週間です。

男女共同参画週間について

「これまで男だから（女だから）といって困ったことは
ない」「昔に比べて格差はなくなってきた」…そういう
声も多く聞かれます。

でも、地域や政治、習慣など生活の様々な場面で男女に
格差があると感じている人がまだまだ多いのも事実。

誰もが、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの
個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現す
るためには 政府や地方公共団体だけでなく、みなさん一
人ひとりの取組が必要です。
『誰でも、どこでも、自分らしく』生きていける社会に
向けて、この機会に考えてみませんか。

男女共同参画推進本部は、「男女共同参画社会基本法」
の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6
月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」と
して、様々な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目
的や基本理念について理解を深めることを目指していま
す。

アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）とは？

「アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）」とは、自分自身は気づいていない「ものの見方やとらえ方のゆがみや偏り」をいい、自分自身では
意識しづらく、ゆがみや偏りがあるとは認識していないため、「無意識の偏見」と呼ばれます。

内閣府：性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消等に向けた普及啓発用動画

湖南市のとりくみ

DVDなどの貸出

人権擁護課や図書館では、男女共同参画に関するDVDや図書の貸出を行っています。

貸出できるDVDなどにつきましては、以下のページよりご確認ください。

人権啓発用ビデオ・DVDの貸し出しを行っています

女性の悩み相談

湖南市女性の悩み相談（要予約）

人権講座

人権擁護課では、各種人権についての講座を開催しています。

テーマ、日程については、以下のページよりご確認いただき、お気軽にお申し込みください。

講座

関連ページ

内閣府：男女共同参画週間について

内閣府：男女共同参画に関するフリーイラスト素材の使用について

PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader（Acrobat Reader）」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader
（Acrobat Reader）」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

2025年度男女共同参画週間チラシ(PDFファイ
ル:1.8MB)

総務部 人権擁護課 多文化共生・男女共同参画推進係〔東庁舎〕
電話番号：0748-71-2354
ファックス：0748-72-3788
メールフォームでのお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先
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https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/movie.html
http://cms.nec.asp.lgwan.jp/html/www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/jinken_yogo/4/1080.html
http://cms.nec.asp.lgwan.jp/html/www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/jinken_yogo/5/25506.html
http://cms.nec.asp.lgwan.jp/html/www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/jinken_yogo/4/kouza/index.html
https://www.gender.go.jp/public/week/index.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/symbol/free/manual.html
http://get.adobe.com/jp/reader/
https://cms.nec.asp.lgwan.jp/material/local/1154/files/group/10/danzyokyoudousankaku2025.pdf
https://cms.nec.asp.lgwan.jp/material/local/1154/files/group/10/danzyokyoudousankaku2025.pdf
http://www.city.shiga-konan.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/15?page_no=24407


更新日：2025年09月16日

啓発リーフレット2025(PDFファイル:435.4KB)

そのとき、私たちにもできることがある。（15秒） DVや性暴力の被害 気づいたら 相談されたら（30
秒）

もう、被害にあった人をさらに傷つけない（30秒） すぐに相談できなくても、自分を責めないで。（30
秒）

毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

あなたが望まない性的な行為は、性暴力です。

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなどの、女性に対する暴力は、女性の人権を著
しく侵害するものであり、決して許されない行為です。

国は毎年11月12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、全国各地で啓発活動が行われています。

そのとき、私たちにもできることがある。

DVや性暴力に

気づいたら

相談されたら

 

あなたの気持ちを押し付けず、まず寄り添って話を聞くことから、始めてみませんか。

そして、どんな時も「あなたは悪くないよ」と伝えてください。

啓発動画

画像下の文字をクリックして、動画を視聴できます。
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https://cms.nec.asp.lgwan.jp/material/local/1154/files/group/10/zyoseibouryoku2025.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bIqw34MQ4D8
https://www.youtube.com/watch?v=pafC7-rxywk
https://www.youtube.com/watch?v=5ykh8DbaSRY
https://www.youtube.com/watch?v=11McX2nn7Cs


性犯罪・性暴力とは

あなたのからだとこころは、あなた自身のものです。
いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることができます。

同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。

性暴力は、年齢、性別にかかわらず起こります。
また、身近な人や夫婦・恋人の間でも起こります。

相手と対等な関係でなかったり、断れない状況であったり、はっきり嫌だと言えない状況で性的な行為があっても、それは本当の同意があったことには
なりません。
また、一つの行為に同意をしていても、他の行為にも同意したことにはなりません。
同意のない性的な行為は、犯罪となる場合もあります。

つらいこと、不安なことについて一人で抱え込まず、まずは性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに話してみませんか。

内閣府：性犯罪・性暴力とは

ひとりで悩まず、まずは相談してください

性犯罪・性暴力

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター ＃8891（はやくワンストップ）

「＃8891」に電話をかけると、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
性暴力の悩み、ひとりで抱え込まないで。ためらわずに、お電話ください。
AV出演被害に関する相談もできます。

性暴力に関するチャット相談 Cure time（キュアタイム）

毎日17時から21時、チャットでお話をうかがいます。メールでの相談や、外国語での相談もできます。

性犯罪被害相談電話（警察） ＃8103（ハートさん）
「＃8103」に電話をかけると、最寄りの都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながります。
24時間受付しています。

配偶者・交際相手からの暴力

DV相談ナビ #8008（はれれば）
「＃8008」に電話をかけると、最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。
配偶者や交際相手からの暴力に悩んでいませんか。ひとりで悩まず、ご相談ください。

DV相談プラス
24時間対応の電話相談のほか、チャットによる相談も可能です。

チャット相談では、10言語（英語、タガログ語、タイ語、スペイン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパール語、ベトナム語、インドネシア語）
による相談が可能です。

 

そのほかの相談先はこちら

この他にも、さまざまな女性に対する暴力に関する相談を受け付けています。

性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖SATOCO（サトコ）

090-2599-3105

滋賀県男女共同参画センター（G-NETしが）

0748-37-8739

湖南市女性の悩み相談（要予約）

0748-71-2354

「女性に対する暴力をなくす運動」について

令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」 内閣府 男女共同参画局ホームページ

PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader（Acrobat Reader）」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader
（Acrobat Reader）」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

総務部 人権擁護課 多文化共生・男女共同参画推進係〔東庁舎〕
電話番号：0748-71-2354
ファックス：0748-72-3788
メールフォームでのお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先
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https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/index.html#card
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html
https://curetime.jp/
https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html#dv_navihttps://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
https://soudanplus.jp/
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/vaw/consult.html
https://www.satoco.org/
https://www.pref.shiga.lg.jp/g-net/consultation/300860.html
https://www.city.shiga-konan.lg.jp/kurashi/sodan/joseisoudan/25544.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html#no_violence_act
http://get.adobe.com/jp/reader/
http://www.city.shiga-konan.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/15?page_no=24633
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会社での研修にお役立てください！ 

男女共同参画や女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進の啓発ＤＶＤの貸し出しを行っています。ぜひ、会社の

研修にお役立てください。啓発ＤＶＤ一覧表や貸出方法 については、市ホームページをご確認ください。 

●啓発ＤＶＤタイトル一覧（抜粋） 

・「わたしらしく あなたらしく」 多様な性を生きる(2018年)  

・今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応（2022年） 

 

  

 

育児介護休業法が改定され、男性の育児休業取得推進のため、 

「育休の分割取得」が可能になり、「産後パパ育休（出生時育児休業）」 

という制度が新設されています。                   

男性育休の制度が変わりました！ 

滋賀県女性活躍推進企業をご存知ですか？ 

滋賀県では、女性活躍推進の取組状況に応じて「一つ星企業☆」「二つ星企業☆☆」「三つ星企業☆

☆☆」として認証しています。滋賀県ホームページにて、企業での取組事例を紹介しています。 

湖南市内の認証企業 

三つ星☆☆☆ 社会福祉法人 八起会 

二つ星☆☆  甲賀高分子株式会社、株式会社シンコーメタリコン 他 

一つ星☆   ア・ア・ン コーポレーション株式会社、共和建設株式会社 他 

（厚生労働省：育児・介護休業法について） 

（市ＨＰ：人権啓発ＤＶＤ貸し出し） 

湖南市の状況 

男性の育休取得率 49.1％（対象 106人中 52人取得 平均取得日数 43.6日） 

（令和６年度男女共同参画社会づくりに関するアンケート結果より 210社中 86社回答） 

 

 

 令和５年６月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進

に関する法律」が施行されました。理解増進法では、事業主等は、知識の普及や相談体制の整備等

について努めることとされています。 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する 

国民の理解の増進に関する法律 を知っていますか？ 

 

・自分の周りに性的少数者がいるかもしれないと思って行動する 

・性別を特定しない言葉を使うようにする 

 <例>「彼氏」「彼女」→「恋人」「パートナー」 

   「彼氏（彼女）はいるの？」「好きなタイプの女性（男性）は？」などの質問はしない 

具体的な行動 

６月23日から29日は男女共同参画週間です 

～誰でも、どこでも、自分らしく～ 

「性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」とは？ 

私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？ 

- 12 -



令和７年度第１回 湖南市男女共同参画懇話会 

 

 

湖南市男女共同参画計画改訂における 

市民意識調査ついて 

 

 

 

 

 

 

湖南市男女共同参画計画の改訂のスケジュールについて    Ｐ１ 

 

 

 

湖南市男女共同参画アクション 2017 にかかる成果指標     Ｐ２ 

 

 

 

滋賀県県民意識調査結果について              Ｐ３～15 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部市民生活局人権擁護課 

 
 

資料③ 



 

 

 

 

 

 



平成28年度 平成29年３月

平成29年度 平成29年４月

令和４年度 令和４年９月

令和６年度 令和7年2月27日

令和10年３月

令和10年 令和10年４月 計画期間

令和７年度 湖南市男女共同参画懇話会 （計画の改訂について）
 滋賀県男女共同参画計画「パートナーしがプラン2030」の内容を踏まえ、湖南市男女共同参画計画の
改訂等を行います。
 滋賀県が実施した県民意識調査の内容や結果を参考に、市民意識調査の内容について検討を行います。

滋賀県県民意識調査
・男女共同参画づくりに向けた県民意識調査の結果概要について（令和６年度）P３～10
・滋賀県公式LINEアカウントによるアンケート調査の結果について（令和７年度）P11～15

 次期計画策定

延長期間
（１年間）

■湖南市男女共同参画アクション2017計画の改訂のスケジュールについて

令和７年度

令和８年度

令和９年度

計画期間
平成29年度

～
令和8年度
（10年間）

 湖南市男女共同参画懇話会 （新計画案の検討について）
 湖南市人権擁護審議会   （新計画案の検討について）
 パブリックコメント
 湖南市議会

パートナーしがプラン
2025

パートナーしがプラン
2030（仮称）

計画策定

 湖南市男女共同参画懇話会 （計画の改訂について）

 湖南市男女共同参画懇話会 （市民意識調査の実施について）
 市民意識調査
 湖南市男女共同参画懇話会 （市民意識調査の結果について）

湖南市計画 滋賀県計画

 湖南市人権擁護審議会   （計画の改訂について）
 湖南市男女共同参画懇話会 （計画の改訂について）

 湖南市男女共同参画アクション2017 策定

 湖南市男女共同参画アクション2017（改訂版） 策定
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■湖南市男女共同参画アクション2017にかかる成果指標

下の表は、令和４年（2022年）に策定された湖南市男女共同参画アクション2017計画
にかかる成果指標です。

分野 成果指標
現状値
R2（2020)

目標値
R7（2025)

データの出典

1
自分の家庭にかぎらず、一般に「夫が外で働き、妻が家庭を守るべ
き」という設問に対し、「どちらかと言えばそうは思わない」「そうは思わ
ない」と答えた人の割合

77.8% 80.0% 市民意識調査

「学校で男女は平等になっている」と答えた女性の割合 52.7% 60.0% 市民意識調査

副読本の活用率（小・中学校） 46.1% 100.0% 学校教育課調べ

市の事業（会議、講座、健診など）において託児サービスを行った件
数

19回 120回 人権擁護課調べ

男女共同参画に関する講座の受講者数 149人 230人 人権擁護課調べ

特定健診を受けている人の割合
男38.2％
女45.7％

各60.0％ 健康政策課調べ

「家庭で男女は平等になっていると思いますか」で「平等になってい
る」と答えた女性の割合

26.6% 40.0% 市民意識調査

「地域で男女は平等になっていると思いますか」で「平等になってい
る」と答えた女性の割合

21.8% 35.0% 市民意識調査

保育所待機児童数 0人 0人 幼児施設課調べ

ＤＶを受けたときに「がまんした」とする回答率の減少 60.5% 50.0% 市民意識調査

女性の代表または副代表がいる行政区の割合 14.0% 17.0% 人権擁護課調べ

「職場で男女は平等になっていると思いますか」で「平等になってい
る」と答えた女性の割合

21.3% 30.0% 市民意識調査

役員や管理職に占める女性の割合 18.1% 20.0% 事業所実態調査

市内事業所における男性の育児休業の取得割合 9.2% 15.0% 事業所実態調査

ワーク・ライフ・バランスの取組が「進んでいる」「ある程度進んでいる」
と答えた事業所の割合

61.9% 70.0% 事業所実態調査

市内における25歳から44歳の女性の労働力率 71.7% 80.0% 国勢調査

ワーク・ライフ・バランスについて言葉も内容も知っている人の割合 27.5% 40.0% 市民意識調査

市役所の委員会などの女性委員の割合 32.0% 40.0% 人権擁護課調べ

市職員の育児休業の取得率（男性） 0.0% 10.0% 人事課調べ

市役所における管理職（部課長相当職以上）の女性職員の割合 59.1%
40.0%以上
（毎年）

人事課調べ

市役所における１年間の超過勤務時間360時間以上の職員数 48人 50人未満 人事課調べ

女性活躍推進企業の認証をうけた市内事業所数 ９事業所 15事業所 県女性活躍推進企業認証制度

2

3

4
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 各分野での男女の地位の平等感

男女共同参画社会づくリに向けた県民意識調査
～「令和６年度男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査」結果概要～

　滋賀県では、平成13年（2001年）に制定した「男女共同参画推進条例」に基づき、令和７年 （2025年）
度までを期間とする「パートナーしがプラン2025（滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画）」
を策定し、県民や事業者の皆様と連携を図りながら男女共同参画社会の実現に向けた取組を進めているとこ
ろです。
　このたび、施策の現状を調査するとともに、今後の施策方針の参考とさせていただくため、県民の皆様に
男女共同参画についてのアンケート調査への協力をお願いしました。

社会全体でみると「平等である」は13.7％、『男性が優遇』されているが66.9％
　各分野での男女の地位の平等感は、「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」をあわ
せた『男性が優遇』は、「社会全体でみて」では66.9％である。
　分野別にみると、『男性が優遇』が大きな割合を占めるのは「政治の場で」（76.5％）、次いで「社会通念・慣習・し
きたりなど」（73.3％）である。
　「平等である」は、「学校教育の場で」が最も多く53.1％となっている。

※各地域の抽出率の差を調整するため、回収数にウェイトを加重した規正標本数を基数として集計を行っています。
※Nは各設問の不明・無回答を除く集計対象数（付問は設問該当者数）で、設問により異なリます。
※百分比（%）は、小数点第２位を四捨五入し、第１位までを表示。その結果、合計は100.0%に一致しない場合があります。
※�２つの選択肢を集約した場合（「同感する」と「どちらかといえば同感する方である」を合計した『同感する』など）は、
当該選択肢の回答数の合計から割合を算出しているため、選択肢ごとの割合の合計と一致しない場合があります。

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

10.110.1

10.510.5

10.610.6

9.69.6 27.927.9

40.740.7

15.615.6

28.528.5

16.416.4 50.550.5 13.713.7 5.25.2 12.412.4

44.944.9 9.69.6 13.113.12.92.9
1.01.0

1.71.7

29.329.3 25.425.4 20.420.46.86.8

35.735.7 9.39.3 12.512.5

30.530.5 5.25.2 25.325.3

53.153.1 28.128.13.93.9
3.33.3 1.01.0

1.41.4

0.60.6
1.11.1

2.52.5

31.131.1 35.935.9 7.37.3
1.91.9

13.313.3

32.932.9 40.240.2 6.16.1 8.58.5
2.32.3

男性が優遇されている 平等であるどちらかといえば男性が優遇されている
『男性が優遇』

女性が優遇されている わからないどちらかといえば女性が優遇されている
『女性が優遇』

100%80%60%40%20%0%

調査対象 調査期間
有効回収数 調査方法

満18歳以上の個人3,000人 令和６年６月25日～７月26日

1,271人 （有効回収率42.4%） 郵送法・オンライン調査法の併用

滋賀県女性活躍推進課　TEL 077-528-3770　FAX 077-528-4807

1 男女の地位に関する意識男女の地位に関する意識
❶

家庭生活で
（N=2,398）

職場の中で
（N=2,305）

学校教育の場で
　　（N=2,303）

地域活動の場で
　　（N=2,376）

政治の場で
（N=2,388）

法律や制度の上で
　　　（N=2,386）

社会通念・慣習・しきたりなど
（N=2,392）

社会全体でみて
　　（N=2,386）

『男性が
優遇』

『女性が
優遇』

42.9% 8.4%

41.6% 9.2%

13.9% 4.9%

37.5% 6.6%

76.5% 1.7%

44.9% 9.3%

73.3% 3.9%

66.9% 6.9%

1
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 日常生活の中で男女の不平等を一番感じるところ

 「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方

最も不平等を感じるところは、男性、女性ともに「地域社会」
　日常生活の中で男女の不平等を一番感じるところは、男性、女性ともに「地域社会」が最も多くなっている（男性
30.1％、女性34.9％）。「家庭」については特に男女差が大きく、女性の方が11.4ポイント高くなっている。

『同感しない』は74.1％
　「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方について、「同感する」と「どちらかといえば同感する方である」
をあわせた『同感する』は18.8％、「同感しない」と「どちらかといえば同感しない方である」をあわせた『同感しない』
は74.1％となっている。
　性別では、『同感する』は男性では24.3%となっており、女性（14.3%）を10ポイント上回っている。

❷

❸

男性（N=1,074）

女性（N=1,294）

0 20 40 60 80 100

10.510.5

21.921.9 14.514.5 34.934.9 13.713.7 15.115.1

20.520.5 30.130.1 21.721.7 17.217.2

100%80% 90%60% 70%40% 50%20%10% 30%0%

家庭 職場 地域社会 わからない不平等は感じない

1.21.2

1.71.7

0.90.9

2.42.4

1.41.4

1.61.6

1.91.9

0.00.0

2.72.7

1.81.8

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

3.83.8 23.123.1 36.536.5 31.731.7 4.84.8

20.520.5 34.534.5 41.541.5 3.53.5

12.112.1 28.028.0 50.350.3 9.69.6

10.710.7 32.032.0 50.250.2 7.17.1

2.02.0

1.31.3 12.312.3 26.926.9 51.951.9 7.57.5

11.211.2 21.021.0 61.061.0 4.94.9

6.76.7 21.321.3 62.762.7 9.39.3

38.738.7 27.927.9 27.927.9 3.63.6

24.724.7 23.323.3 44.044.0 5.35.3

34.534.5 25.925.9 35.335.3 4.34.3

15.415.4 20.120.1 50.050.0 12.612.6

20.920.9 22.422.4 48.448.4 6.76.7

23.323.3 25.325.3 42.542.5 7.57.5

4.74.7 20.020.0 67.167.1 5.95.9

13.313.3 28.728.7 50.350.3 6.86.8

22.622.6 23.123.1 45.345.3 7.37.3

17.517.5 26.026.0 48.248.2 7.17.1

100%80% 90%60% 70%40% 50%20%10% 30%0%

同感する どちらかといえば同感する方である
『同感する』

同感しない わからないどちらかといえば同感しない方である
『同感しない』

全体（N=2,404）

男性（N=1,080）

女性（N=1,305）

18 ～ 19歳 
（N=85）

20 ～ 29歳
（N=146）

30 ～ 39歳
（N=254）

40 ～ 49歳
（N=214）

50 ～ 59歳
（N=116）

60 ～ 69歳
（N=150）

70歳以上
（N=111）

18 ～ 19歳
（N=75）

20 ～ 29歳
（N=205）

30 ～ 39歳
（N=308）

40 ～ 49歳
（N=281）

50 ～ 59歳
（N=157）

60 ～ 69歳
（N=171）

70歳以上
（N=104）

男
　
　
性

女
　
　
性

『同感する』 『同感しない』

18.8% 74.1%

24.3% 68.4%

14.3% 78.9%

7.1% 87.1%

24.7% 67.8%

22.4% 70.9%

17.3% 70.1%

34.5% 61.2%

27.3% 67.3%

40.5% 55.9%

6.7% 84.0%

13.2% 82.0%

13.6% 78.9%

10.7% 82.2%

12.1% 78.3%

20.5% 76.0%

26.9% 68.3%

2
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夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

管理職・上司の意識改革

育児休業を取得しても不利にならない人事評価制度の確立・周知

休業者の仕事をカバーできる人員体制の整備

経営層が先頭に立った職場風土づくり

長時間労働の削減や休みを取得しやすい職場環境づくり

育児休業を取得する男性自身の意識改革

休業者の仕事をカバーする同僚等に対する手当の支給

有給の育児休業制度の整備

テレワークなどICTを利用した多様な働き方の普及

その他

特にない

特に必要なことはない

その他

育児や介護を行っていく上での仲間がいること

労働時間短縮や休暇制度、テレワークなどのＩＣＴを利用した
多様な働き方を普及することで、仕事以外の時間を

より多く持てるようにすること

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等についての当事者の
考え方を尊重すること

社会の中で、男性による家事、育児、介護についての評価を
高めること

男性が家事などを行うことに対する男性自身の抵抗感をなくすこと

男性も育児や介護の休業を取りやすい環境にすること

 男性が家事、育児、介護等に積極的に参加するために必要なこと

 男性の育児休業の取得を進めるために職場で必要な取組

「夫婦や家族間でのコミュニケーション」や「育児や介護の休業を取得しやすい環境」が多い
　男性が家事、育児、介護等に積極的に参加するために必要なことは、男性、女性ともに「夫婦や家族間でのコミュニ
ケーションをよくはかること」が最も多く、次いで「男性も育児や介護の休業を取りやすい環境にすること」が多い。

「管理職・上司の意識改革」や「育児休業を取得しても不利にならない人事評価制度の確立・周知」が多い
　男性の育児休業の取得を進めるために職場で必要な取組は、男性、女性ともに「管理職・上司の意識改革」と「育児
休業を取得しても不利にならない人事評価制度の確立・周知」が上位２つを占めている。

2 男性の参画について男性の参画について
❶

❷

60%40% 50%20%10% 30%0%

男性 (N=1,082)
女性 (N=1,273)

56.556.5
56.456.4

45.745.7
45.945.9

29.929.9
40.440.4

30.430.4
26.726.7

23.823.8
27.027.0

13.213.2
13.513.5

9.19.1

2.62.6
3.23.2

3.33.3
1.21.2

12.312.3

［３つ以内で複数回答］

［３つ以内で複数回答］ 60%40% 50%20%10% 30%0%

男性 (N=1,082)
女性 (N=1,271)

49.249.2
47.347.3

24.224.2
37.537.5

51.451.4
40.040.0

33.633.6
36.936.9

30.430.4
26.226.2

25.225.2
25.625.6

18.618.6
14.714.7

12.912.9
18.018.0

9.59.5
9.19.1

0.80.8
3.43.4

0.90.9
2.12.1

3
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 家庭生活における配偶者（パートナー）との役割分担の理想と現実
現実は、男性は【ゴミ出し】と【自治会等の地域活動への参加】のみが女性を上回る
　家庭生活における配偶者（パートナー）との役割分担の理想は、どの分野においても、男性、女性ともに「自分と配
偶者（パートナー）が同程度に分担」の割合が高い。
　現実には、男性の役割分担の割合が高い（女性の割合を上回った）項目は、【ゴミ出し】と【自治会等の地域活動へ
の参加】のみである。女性の役割分担の割合が特に高い項目は、【掃除】、【洗濯】、【日常の買い物】、【食事のしたく】、【食
事の後かたづけ】であり、『主に自分』の回答が９割を超えている。

3 家庭生活や地域活動について家庭生活や地域活動について
❶

【男性の役割分担《理想》と《現実》】

【女性の役割分担《理想》と《現実》】

100%80%60%40%20%0%

4.44.4

1.21.2
2.52.5

4.84.8

2.12.1

3.63.6

1.21.2

0.80.8

4.24.2

4.54.5

2.82.8

0.60.6
1.21.2

0.60.6
0.60.6

8.48.4 30.330.3 56.156.1 4.64.6
0.50.5

60.260.2 33.533.5 5.15.1

81.081.0 15.215.2 2.12.1

80.480.4 13.413.4 2.72.7

61.761.7

12.812.8 23.923.9 52.052.0 8.28.2 3.23.2

25.725.7 6.96.9

58.258.2 24.624.6 9.49.4

7.57.5 66.866.8 18.318.3 5.25.2

12.912.9 61.661.6 15.815.8 4.94.9

48.048.0 38.238.2 10.110.1

10.010.0 53.453.4 24.224.2 7.97.9

自分が分担 主に自分が分担 自分と配偶者（パートナー）
が同程度に分担

主に配偶者（パートナー）が分担 配偶者（パートナー）が分担

『主に自分』

『主に配偶者（パートナー）』

100%80%60%40%20%0%

12.512.5

9.69.6

7.07.0

10.910.9

2.52.5

9.09.0

12.712.7

2.62.6 9.29.2

4.84.8

3.13.1
1.31.3

66.866.8 25.625.6 3.23.2

29.129.1 65.265.2 0.40.4

87.287.2 0.60.6

83.383.3 0.80.8

31.531.5

3.63.6 8.48.4 64.264.2 17.017.0 6.86.8

57.157.1 1.31.3

28.228.2 58.558.5 1.81.8

5.65.6 19.519.5 71.071.0 3.33.3

18.818.8 65.865.8 7.57.5

36.136.1 52.752.7 1.31.3

24.824.8 56.056.0 5.25.2
1.61.6

0.30.3

0.90.9

0.50.5

0.60.6

1.11.1

0.70.7

0.40.4

0.50.5

自分が分担 主に自分が分担 自分と配偶者（パートナー）
が同程度に分担

主に配偶者（パートナー）が分担 配偶者（パートナー）が分担

『主に自分』

『主に配偶者（パートナー）』

《理想》

《理想》

《現実》

《現実》

100%80%60%40%20%0%

19.019.0

0.30.3

0.30.3

0.30.3

0.30.3

0.30.3

0.00.0

13.013.0

22.322.3

19.219.2

28.928.95.55.5

17.317.3

11.511.5

47.947.9 31.131.1 10.410.4 7.77.72.82.8

38.738.7 16.416.4 2.52.5 31.031.0

51.551.5 11.511.5 1.61.6 18.118.1

21.021.0 4.64.6 40.040.0

52.052.0

51.351.3 29.229.2 13.113.1 6.16.1

23.123.1 5.55.5

36.336.3 24.224.2 16.816.8

16.316.3 56.556.5 22.122.1 4.94.9

29.229.2 49.049.0 17.917.9 3.93.9

40.740.7 34.434.4 11.611.6

28.528.5 33.133.1 17.817.8 1.61.6

まったくしない 非該当

いつもする 時々する

ほとんどしない

『主に自分』

『主に配偶者（パートナー）』

100%80%60%40%20%0%

58.458.4

0.50.5

1.31.3

13.913.941.041.0

62.562.5

62.162.1

18.518.5 48.348.3 20.620.6 8.48.44.24.2

5.85.8 1.61.6
0.30.3

30.230.2

13.713.7 1.91.9
0.80.8

21.121.1

3.53.5
0.70.7

41.041.0

77.877.8

45.445.4 27.427.4 19.419.4 6.56.5

18.918.9

84.984.9 12.112.1

75.475.4 21.821.8

79.079.0 17.017.0

86.686.6 9.99.9
2.12.1
0.90.9

0.30.3

3.43.4
0.40.4

0.30.3

2.32.3
0.30.3

0.80.8

1.01.0
1.21.2

0.30.3

2.32.3
0.80.8

27.527.5 9.19.1 2.52.5
2.52.5

まったくしない 非該当

いつもする 時々する

ほとんどしない

『主に自分』

『主に配偶者（パートナー）』

日々の家計の管理（N=1,035） （N=641）

（N=1,276） （N=767）日々の家計の管理

食事のしたく（N=1,035） （N=639）

（N=1,276） （N=769）食事のしたく

食事の後かたづけ（N=1,039） （N=641）

（N=1,282） （N=765）食事の後かたづけ

掃除（N=1,037） （N=639）

（N=1,280） （N=767）掃除

洗濯（N=1,037） （N=641）

（N=1,278） （N=769）洗濯

日常の買い物（N=1,037） （N=641）

（N=1,280） （N=769）日常の買い物

ゴミ出し（N=1,035） （N=641）

（N=1,278） （N=767）ゴミ出し

介護・看病（N=1,017） （N=613）

（N=1,255） （N=735）介護・看病

子どもの教育としつけ（N=1,023） （N=618）

（N=1,262） （N=738）子どもの教育としつけ

育児（乳幼児の世話）（N=1,018） （N=610）

（N=1,258） （N=736）育児（乳幼児の世話）

自治会等の地域活動への参加（N=1,035） （N=633）

（N=1,272） （N=758）自治会等の地域活動への参加
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 生活の中での「仕事」と「プライベート・家庭生活」のバランス

 「仕事と生活の調和が実現された社会」に近づくために職場において必要な取組

理想とするバランスを取ることが難しい現実
　生活の中での「仕事」と「プライベート・家庭生活」のバランスについて、理想は、男性、女性ともに「「仕事」と「プ
ライベート・家庭生活」を両立」が最も多いが、理想どおりに生活することは難しく、現実には、 男性では「仕事を優先」

（43.6％）が最も多く、女性は 「「仕事」と「プライベート・家庭生活」を両立」（40.9 ％）しているものの、理想とは 
22 ポイントの差がある。

「無駄な業務・作業をなくし、労働時間を短縮する」が最も多い
　「仕事と生活の調和が実現された社会」に近づくために職場において必要な取組は、男性、女性ともに「無駄な業務・
作業をなくし、労働時間を短縮する」が最も多く、次いで、男性は「管理職の意識改革を行う」が、女性は「短時間勤
務やフレックスタイム制度など柔軟な働き方ができるようにする」が続く。

4 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について
❶

❷

100%80% 90%60% 70%40% 50%20%10% 30%0%

「仕事」に専念 「仕事」を優先
「仕事」と「プライベート・家庭生活」を両立 「プライベート・家庭生活」を優先
「プライベート・家庭生活」に専念 考えたことがない・わからない

1.11.1 7.17.1

5.35.3

3.23.2

23.623.6 40.940.9 20.820.8 6.76.7 6.26.21.81.8

62.962.9 26.726.7 2.82.8 4.04.0
0.40.4

43.643.6 33.033.0 9.19.1 7.57.51.61.6

64.364.3 19.819.8 2.72.7 5.05.0男性《理想》（N=1,049）

男性《現実》    （N=949）

女性《理想》（N=1,265）

女性《現実》（N=1,107）

40% 50%20%10% 30%0%

男性 (N=1,078)
女性 (N=1,290)

49.349.3
47.847.8

39.339.3
30.430.4

39.739.7
40.140.1

29.429.4
42.242.2

25.125.1
39.139.1

13.213.2
14.914.9

13.113.1
14.714.7

11.211.2
12.912.9

9.89.8
6.76.7

4.34.3
3.73.7

2.82.8
3.23.2

無駄な業務・作業をなくし、労働時間を短縮する

管理職の意識改革を行う

短時間勤務やフレックスタイム制度など
柔軟な働き方ができるようにする

育児・介護等の休業・休暇制度を充実し、
育児休業・介護休業を取りやすくする

社長や取締役などがリーダーシップを発揮して
ワーク・ライフ・バランスに取り組む

年休の取得計画をつくる

管理職以外の社員の意識改革を行う

組織の中で、ワーク・ライフ・バランスを
推進する責任者を決める

ノー残業デーを設ける

その他

特にない

［３つ以内で複数回答］
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 女性自身が考える理想の働き方
「仕事を続ける」が最も多い
　女性自身が考える理想の働き方は、「仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）」が最も多く、
次いで「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続ける」、「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、
その後はフルタイムで仕事を続ける」と続いている。
　18 ～ 19歳は「子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続ける」が、20歳以上は「仕事
を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）」が最も多くなっている。

5 働き方について働き方について
❶

100%80% 90%60% 70%40% 50%20%10% 30%0%

47.347.3

30.130.1

53.653.6

35.835.8 25.325.3 28.428.4 4.24.2 2.12.14.24.2

21.821.8 15.515.5 5.55.5 1.81.8
1.81.8

0.00.0

0.00.0

49.649.6 11.511.5 27.527.5 6.96.9
3.13.1
1.51.5

0.00.0

49.749.7 12.412.4 24.924.9 2.42.4 4.74.7 5.95.9
0.00.0

53.553.5

44.444.4

57.157.1 21.421.4 8.28.2 6.16.1 6.16.1
1.01.0

18.118.1 22.222.2 2.82.8
2.82.8

0.00.0

52.552.5 27.127.1 8.58.5 3.43.4 6.86.81.71.7
0.00.0

4.44.423.323.311.111.155.655.6 5.65.6
0.00.0

0.00.0

1.41.45.55.52.72.731.531.515.115.143.843.8
0.00.0

2.12.127.727.727.727.736.236.2
2.12.1
2.12.1
2.12.1

5.65.6 4.24.2

14.214.2 26.826.8 3.13.1
1.61.6

0.80.80.00.0

26.026.0 35.635.6 5.55.5 2.72.7
0.00.0

0.00.0

18.218.2 23.623.6 3.83.8 3.33.3
1.61.6

2.12.1

仕事を続ける（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）
子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はフルタイムで仕事を続ける
子育ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続ける
子どもができるまで仕事を持ち、子どもができたら仕事を持たない
結婚するまで仕事を持ち、結婚後は仕事を持たない
仕事を持たない
その他

全体（N=1,266）

18 ～ 19歳
（N=73）

20 ～ 24歳
（N=110）

25 ～ 29歳
（N=95）

30 ～ 34歳
（N=131）

35 ～ 39歳
（N=169）

40 ～ 44歳
（N=127）

45 ～ 49歳
（N=144）

50 ～ 54歳
（N=98）

55 ～ 59歳
（N=59）

60 ～ 64歳
（N=90）

65 ～ 69歳
（N=73）

70歳以上
（N=94）

女
　
　
性

6
- 8 -



 管理職につく女性が少ない最も大きな理由

 子育てを始めた女性の働き方の現実と満足度  女性が仕事を続けていくために必要なこと

「女性は、家庭における責任を多く担っているため、責任の重い仕事につきにくいから」が最も多い
　管理職につく女性が少ない最も大きな理由は、男性、女性ともに「女性は、家庭における責任を多く担っているため、
責任の重い仕事につきにくいから」が最も多い（男性25.2％、女性40.7％）が、女性の方が15.5ポイント高くなっており、
男女の差が大きい。

現実は「子育てをしながら、仕事を続けた」が最も
多く、当時の状況に『満足』していたが６割以上
　女性に聞いた、第一子の子育てを始めたことによる
仕事の状況は、「子育てをしながら、仕事を続けた（育
児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）」が最も
多く、次いで「仕事を一時やめ、その後、パートタイ
ム（非正規の職員・従業員）の職に就いた」、「子育て
を始めてから、仕事を持っていない」と続いている。

　また、第一子の子育てを始めた当時、子育てと仕事
の状況にどの程度、満足していたかは、「満足していた」
と「どちらかといえば満足していた」をあわせた『満足』
が66.6%、「どちらかといえば不満だった」と「不満だっ
た」をあわせた『不満』が33.3%となっている。

「男女がともに日常的に家事・育児・介護
を分担すること」が最も多い
　女性が仕事を続けていくために必要なことについて、
男性、女性ともに「男女がともに日常的に家事・育児・
介護を分担すること」が最も多く、次いで「女性が働
くことに対し、家族や周囲の理解があること」が多く
なっている。

❹

❷ ❸

子育てをしながら、仕事を続けた
（育児休業を利用して仕事を続ける場合を含む。）

仕事を一時やめ、その後、パートタイム
（非正規の職員・従業員）の職に就いた

子育てを始めてから、仕事を持っていない

仕事を一時やめ、その後、パートタイム
（正規の職員・従業員）の職に就いた

結婚後、仕事を持っていない

仕事を一時やめ、その後、自営業の職に就いた

仕事を一時やめ、その後、フルタイム
（正規の職員・従業員）の職に就いた

仕事を一時やめ、その後、フルタイム
（非正規の職員・従業員）の職に就いた

満足していた

どちらかといえば満足していた

どちらかといえば不満だった

不満だった

その他

40%20%10% 30%0%

37.237.2

19.319.3

13.213.2

9.69.6

8.88.8

3.33.3

2.82.8

1.71.7

4.14.1 N=758

40% 50%20%10% 30%0%

21.421.4

45.245.2

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

25.025.0

8.38.3

満足
(66.6%)

N=695

50 60 70%302010 400

男性 (N=1,072)
女性 (N=1,303)

55.755.7

65.065.0

44.744.7

40.940.9

41.341.3

39.739.7

28.828.8

32.532.5

14.814.8

20.120.1

17.717.7

11.711.7

13.813.8

14.314.3

8.08.0

14.714.7

10.410.4

12.612.6

9.59.5

4.14.1

3.03.0

1.21.2

1.11.1

0.30.3

男女がともに日常的に家事・育児・
介護を分担すること

女性が働くことに対し、
家族や周囲の理解があること

職場において育児や介護の休業を
整備し、男女問わず利用しやすい環境
（人員体制や職場風土等）にすること

育児や介護のための施設やサービスを
充実させること

男女の賃金格差をなくすこと

育児や介護で退職した社員を
再雇用する制度を設けること

長時間労働を是正すること

パートタイマーや派遣労働者の
労働条件を改善すること

在宅勤務やフレックスタイム制
（始業と終業時刻を労働者の意思で
決定できる勤務体制）を設けること

女性にも責任や
やりがいのある仕事を任せること

その他

特に条件整備は必要ない

男性（N=1,012）

女性（N=1,254）

［３つ以内で複数回答］

100%80% 90%60% 70%40% 50%20%10% 30%0%

女性自身が管理職につくことに消極的だから
女性は、勤続年数が短く、管理職になる前に退職するから
女性は、家庭における責任を多く担っているため、責任の重い仕事につきにくいから
女性は、能力的にみて管理職に向いていないから
女性は、管理職に必要とされる能力（知識や経験、判断力など）を高める機会が少ないから
会社や組織の中に昇進・昇格に対する男性優先の意識や、女性管理職に対する不安感があるから
その他
わからない

19.319.3

8.58.5 8.38.3 40.740.7 4.74.7 25.425.4 4.04.0 8.18.1
0.30.3

14.214.2 25.225.2
0.60.6
6.16.1 20.620.6 4.04.0 10.110.1

7
- 9 -



 夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力の経験
女性では「直接経験したことがある」が９人に1人
　夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力について、「直接経験したことがある」は、男性では4.0％、女性で
は11.1％、「直接経験したことはないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる」は、男性では23.7％、女性
では25.1％となっており、いずれも女性の方が割合が高い。

6

7

男女間の暴力について男女間の暴力について

男女共同参画社会について男女共同参画社会について

❶

 理想の男女共同参画社会の姿  県立男女共同参画センター（G-NETしが）に期待する取組
「男女がともに家事・育児・介護等の家庭
生活に参画している」が最も多い
　理想の男女共同参画社会の姿は、男性、女性ともに

「男女がともに家事・育児・介護等の家庭生活に参画し
ている」が最も多く、次いで「育児や介護などと仕事
が両立できる」が多くなっている。

「男女共同参画に関する相談しやすい窓口の運営」や「子育て支
援や介護、自己啓発講座など実践的な講座の企画・開催」が多い
　県立男女共同参画センターに期待する取組は、男性、
女性ともに、「男女共同参画に関する相談しやすい窓口
の運営」と「子育て支援や介護、自己啓発講座など実
践的な講座の企画・開催」が上位２つを占めている。

❶ ❷

0 10 20 30%

男性 (N=1,064)
女性 (N=1,278)

23.523.5
29.829.8

23.623.6
25.925.9

20.220.2
18.218.2

10.410.4
23.923.9

15.515.5
15.215.2

17.217.2
12.912.9

15.915.9
9.49.4

11.411.4
12.912.9

13.513.5
9.59.5

6.96.9
9.59.5

7.37.3
6.56.5

7.67.6
4.14.1

3.83.8
6.76.7

3.83.8
2.92.9

15.715.7
10.810.8

男女共同参画に関する
相談しやすい窓口の運営

男女がともに家事・育児・介護等の
家庭生活に参画している

育児や介護などと仕事が両立できる

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など
男女ともに多様な働き方を選択できる

幅広い層の男女が地域活動に
積極的に参画している

育児や介護等により
いったん退職した場合でも再就職しやすい

DV（ドメスティック・バイオレンス）や
性犯罪等の男女間のあらゆる暴力がない

生涯を通じた男女の性と健康が守られている

男女共同参画の視点に立った
学校等における教育・学習が充実している

県・市町の議会議員や管理職として、
政策決定の場で女性が活躍している

民間企業・団体等の役員や管理職として
女性が活躍している

女性の起業に対する支援が充実している

自治会活動等の地域活動のリーダーとして
女性が活躍している

その他

特にない

子育て支援や介護、自己啓発講座など
実践的な講座の企画・開催

ワーク・ライフ・バランス等を
実践する経済・労働団体等との連携

女性の就労をサポートする就職相談や
就職講座、就職情報の提供

市町への支援
（情報提供、人材育成、連携の強化等）

男女共同参画を推進するリーダー、
指導者の育成

男女共同参画に関する講演会、シンポ
ジウム、フォーラム等の企画・開催

教育や保育現場に携わる
教職員等への講座の企画・開催

男性や若年層など幅広い層への
講座の企画・開催

NPO、自主的な活動団体、ボランティア
団体等の活動支援・交流の場づくり

男女共同参画に関する情報、
資料、書籍等の収集、提供

男女共同参画社会づくりに関する
調査研究

起業セミナーなどの女性のチャレンジ
支援のための講座の充実

その他

特にない

［３つ以内で複数回答］［３つ以内で複数回答］ 0 10 20 30 40 50 60 70%

男性 (N=1,076)
女性 (N=1,308)

62.462.4
69.069.0

39.839.8
42.042.0

33.433.4
37.037.0

25.125.1
17.417.4

17.317.3
21.321.3

13.713.7
18.718.7

14.714.7
11.611.6

12.112.1
13.313.3

9.89.8
10.810.8

7.17.1
6.36.3

2.62.6
4.14.1

3.83.8
1.51.5

1.91.9
0.90.9

6.06.0
3.13.1

100%80% 90%60% 70%40% 50%20%10% 30%0%

直接経験したことがある 直接経験したことはないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる
直接経験したことはなく、自分のまわりに経験した（している）人もいない 答えたくない

4.04.0

11.111.1 25.125.1 60.860.8 3.03.0

23.723.7 69.669.6 2.72.7男性（N=1,034）

女性（N=1,282）
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